
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年４月２１日  製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

モバイルワゴン 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、主に医療現場で使用する手押しの台車（ワゴン）に、充電器、バッテ

リー及びＤＣ／ＡＣコンバーター等を組込んだもので、バッテリー電源をＡＣに変

換してワゴンに搭載された各種機器に供給するものである。 

 また、回路を切替えることにより、ワゴンの電源コードから、直接搭載された各

種機器に電源を供給することもできる。 

 

○構造、仕様、意匠 

 外観寸法等：長さ６５０×幅５８０×高さ８５０㎜、重量約６０㎏ 

 定   格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、消費電力未定 

 

○主な使用者、販売先 

病院、医療施設等 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、交流用電気機械器具の「その他の電気機械器具

付家具」として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、日本標準商品分類の中分類８３「家具」に該当する「サービスワゴン」

に充電器、バッテリー及びＤＣ／ＡＣコンバーター等を組込んだものであることか

ら、「その他の電気機械器具付家具」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 


